
仕事と介護の両立支援制度
（育児・介護休業法について）

資料４



○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するた
め、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。

○ 対象家族１人につき、３回を上限として、通算９３日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
○ 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。

○ 介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上の利
用を可能とする。

○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
○ 有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。

１．介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

３．妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備

【施行期日】平成２９年１月１日

改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けること
ができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備する

○ 子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の取得要件を、
①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去１年以上あること、
②子が１歳６ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかでない者
とし取得要件を緩和する。

○ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについては
育児休業制度等の対象に追加する。

２．多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
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仕事と介護の両立支援制度の見直し

○ 介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働き方
の制度を様々に組み合わせて対応できるような制度の構築が必要。
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改正内容 現行 改正後

１

介護休業（９３日：
介護の体制構築のため
の休業）の分割取得

原則１回に限り、９３日まで取得可能 取得回数の実績を踏まえ、介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ
対応するという観点から、対象家族１人につき通算９３日まで、３回を
上限として、介護休業の分割取得を可能とする。

２

介護休暇（年５
日）の取得単位の
柔軟化

１日単位での取得 半日（所定労働時間の二分の一）単位の取得を可能とする。
＜日常的な介護ニーズに対応＞
※所定労働時間が４時間以下の労働者については適用除外とし、１日単位。
※業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得すること
が困難と認められる労働者は、労使協定により除外できる。
※労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とすることができ
る。（例：午前３時間、午後５時間など）

３

介護のための所定
労働時間の短縮措
置等（選択的措置
義務）

介護休業と通算して９３日の範囲内で取得
可能

介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上の利用を可能とす
る。
＜日常的な介護ニーズに対応＞
事業主は以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。（措置
内容は現行と同じ）①所定労働時間の短縮措置（短時間勤務） ②フレックス
タイム制度 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④労働者が利用する介護
サービス費用の助成その他これに準じる制度

４

介護のための所定
外労働の免除（新
設）

なし 介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
＜日常的な介護ニーズに対応＞
・当該事業主に引き続き雇用された期間が１年未満の労働者等は、労使協定によ
り除外できる。

・１回の請求につき１月以上１年以内の期間で請求でき、事業の正常な運営を妨
げる場合には事業主は請求を拒否できる。

５

有期契約労働者の
介護休業の取得要
件の緩和

①当該事業主に引き続き雇用された期間が
過去１年以上であること、②休業開始予定
日から９３日を経過する日以降も雇用継続
の見込みがあること、③93日経過日から1
年経過する日までの間に更新されないこと
が明らかである者を除く

①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去１年以上であること、
②93日経過日から６ヵ月を経過する日までの間に、その労働契約（労働契約が更
新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者

とし、取得要件を緩和する。

改正内容【介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備】

改正の趣旨

介護休業等の対象家族の範囲の拡大【省令事項】同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加。（現行：配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫）



要介護状態
（制度利用の申出が
可能な状態）

介護終了
（対象家族
の死亡）

介護休業（９３日）介護休業（９３日）

家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は週若しくは月の所定労働時間の短縮等の措置に準じて、
その介護を必要とする時間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

：現行制度

：努力義務

：改正部分

介護休暇
（対象家族１人につき年５日、２人以上の場合に１０日付与される）

時間外労働・深夜業の制限時間外労働・深夜業の制限

所定外労働の免除

半日単位の取得（所定労働時間の二分の一）

介護休業
②

介護休業
③

介護休業①＋②＋③ ＝９３日

※ 要介護状態にある対象家族ごとに以下の制度が利用可能

仕事と介護の両立支援制度（見直しイメージ）

選択的措置義務

★と措置内容は同様（いずれか一つを事業主が選択して措置）

①週又は月の所定労働時間の短縮措置（短時間勤務）
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ（時差出勤の制度）
④介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他
これに準ずる制度

選択的措置義務★
（介護休業をしない期間利用可能）

３年間の間で少なくとも２回以上利用が可能

９３日間

介護休業
①
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（略）
Ⅱ 仕事と家庭の両立支援対策の方向性
１ 介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

介護に関する両立支援制度については、いつまで続くか分からないという介護の予見性の低さ、個々の事情の
多様性、家族に求められる対応の変化に対応できる制度に見直す必要がある。

この際、介護は社会全体で支えるものであること、また、労働者が一人で介護を抱えると、結果として離職につ
ながりかねないことから、介護に関する両立支援制度は、介護サービスを円滑に利用するため、又は要介護者
の状態が大きく変化した場合のサービス切り替え時など家族が介護に対応しなければならない場合等に利用す
べきものであることに留意が必要である。

（１） 仕事と介護の両立支援制度の位置づけについて
・ 介護休業制度は、現行、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間の
緊急的対応措置として位置づけられているが、これを基本的に維持し、介護の体制を構築するための一定
期間休業する場合に対応するものと位置づけることが適当である。

・ なお、この介護休業の位置づけを踏まえ、いわゆる「介護」のみを行う場合のみならず、それ以外の介護
の体制構築のために必要な行為も併せて行う場合も当然に含まれるものであることに留意が必要である。
・ 介護休暇制度については、現行、介護保険の手続きや要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに
対応するためのものとして位置づけられているが、これを維持し、日常的な介護のニーズに対応するため
にスポット的に対応するものと位置づけることが適当である。

・ 所定労働時間の短縮措置等（いわゆる選択的措置義務）など介護との両立のための柔軟な働き方の制
度については、日常的な介護のニーズに対応するために定期的に対応するものと位置づけることが適当で
ある。

仕事と介護の両立支援制度の位置づけについて
労働政策審議会雇用均等分科会建議

｢仕事と家庭の両立支援対策の充実について｣（抄） （平成２７年１２月２１日）
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